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国土の状況変化①について
（人口減少・少子高齢化、技術革新の進展等）

資料２



1. 人口減少・少子高齢化の状況について

2. AI・IoTや自動運転等の技術革新の進展について
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1. 人口減少・少子高齢化

1-1 全国的な人口減少
1-2 人口の偏在化
1-3 高齢者の増加
1-4 無居住化が予想される地域
1-5 人口減少による影響

3



（出典）1920年までは、国土庁「日本列島における人口分布の長期時系列分析」（1974年）、1920年からは、総務省「国勢調査」、「人口推計年報」、「平成17年及
び22年国勢調査結果による補間補正人口」、2015年からは国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」を基に作成。

我が国の人口の長期的推移
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2030年
11,913万人
高齢化率 31.2%

2050年
10,192万人
高齢化率 37.7%

2100年（中位推計）
5,972万人

高齢化率 38.3%

2100年（高位推計）
7,285万人

2100年（低位推計）
4,906万人

（万人） （推計）2015年

2008年にピーク
12,808万人
高齢化率22.1%

○ 日本の総人口は、2008年をピークに、今後80年間で約100年前（大正時代後半）の水準に戻っていく可能性。
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（出典）総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」をもとに、国土交通省国土政策局作成

年齢階層別人口の推移

（年）

2015年

○ 日本の総人口は、2050年には1億192万人まで減少する見込み。

○ 年齢階層別に見ると、2015年から2050年にかけて、高齢人口が454万人増加するのに対し、生産年齢人口は2,453
万人、若年人口は518万人減少する。結果、高齢化率は約27%から約38%へ上昇。

（推計）

（人口、万人)

生産年齢人口
(15～64歳)

高齢化率

（高齢化率、%)

高齢人口
(65歳以上)

若年人口
(０～14歳)

1,595万人
（12.5%）

7,728万人
（60.8％）

3,387万人
（26.6％）

1,077万人
（10.6％）

5,275万人
（51.8％）

3,841万人
（37.7％）

総人口
10,192万人

総人口
12,709万人
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出典）1965年は総務省「国勢調査」
2050年は国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計（平成29年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

総人口9,921万人

生産年齢人口
6,744万人
（68.0％）

生産年齢人口
5,275万人
（51.8％）

６５歳以上
624万人
（6.3％）

６５歳以上
3,841万人
（37.7％）

（千人） （千人）

若年人口
2,553万人
（25.7％）

若年人口
1,077万人
（10.6％）

将来推計人口の年齢構成（1965年と2050年の比較）

○ 日本の総人口は1965年時とほぼ同じく約１億人であるが、その年齢構成は大きく異なっている。

○ 1965年時は65歳以上の人口は624万人（6.3%）だが、2050年時は3,841万人（37.7%）と大幅に高齢化している。

85～

総人口10,192万人
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地域別の合計特殊出生率

（出典）厚生労働省「平成30年人口動態統計（概数）」をもとに作成

圏域別の合計特殊出生率の推移 都道府県の合計特殊出生率（2018年）

（2018年）
全国：1.42
東京圏：1.30
名古屋圏：1.53
大阪圏：1.36
地方圏：1.54
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○東京圏、大阪圏において合計特殊出生率が低い。特に東京都では極めて低い。
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2050年におけるメッシュ別の人口減少率

（備考）１．総務省「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」等より、国土交通省国土政策局作成。
２．左図で、平成27年国勢調査時点（平成27年10月１日現在）における避難指示区域を黒塗り（斜線）で示している。

▲7.1％

▲15.5％ ▲21.1％
▲26.8％

▲37.6％

▲51.2％
-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

人口増減割合別の地点数（１kmメッシュベース）

全国の居住地域の約半数（有人メッシュの51％）で人口が半減

市区町村の人口規模別の人口減少率

将来の人口増減状況（１kmメッシュベース、全国図）

18.7% 32.3% 28.5% 17.5% 3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2050年

無居住化 50％以上減少 30％以上減少 増加

30％未満減少

全国平均（19.8％）

○ 2050年には、全国の居住地域の約半数で人口が50％以上減少し、人口の増加がみられる地域は都市部と沖縄県
等の一部の地域に限られる。なお、平成27年国勢調査時点の居住地域は国土の約５割となっている。

○ また、人口規模が小さい市区町村ほど人口減少率が高くなる傾向があり、特に2015年時点の人口が1万人未満の
市区町村で、人口がおよそ半分に減少する可能性。
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バブル崩壊
（1991年）

三大都市圏・地方圏の日本人移動者数の推移

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」をもとに国土交通省国土政策局作成。
（注）上記の地域区分は以下のとおり。

東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 名古屋圏：岐阜県、愛知県、三重県 大阪圏：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
三大都市圏：東京圏、名古屋圏、大阪圏 地方圏：三大都市圏以外の地域

62 69 87

東京圏 転入超過数（東京圏）のピークは
1962年（39万人）

地方圏

転出超過数（地方圏）のボトムは
1961年（65万人）

東日本
大震災
（2011年）

リーマン
ショック
（2008年）

（年）

高度経済成長に伴う人口移動期 バブル景気に伴う人口移動期 2000年以降の人口移動期

第一次石油ショック
（1973年）

第二次石油ショック
（1979年）

○ 高度経済成長期には三大都市圏に人口が流入。1970年代に入ると、大都市圏への人口流入は沈静化。
○ 東京圏は、バブル経済崩壊後の一時期を除いて、転入超過が続いている。大阪圏や名古屋圏では、1970年代半
ばに転出超過に転じ、以降概ね横ばいで推移している。
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政令市における転入・転出元別転入超過状況（2018年）

○ 札幌市、仙台市、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市をはじめとする圏域の中心的な政令市では、周辺自治体・圏

域に対しては大幅な転入超過であるのに対し、首都圏に対しては大幅な転出超過となっている。

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」（2018年）より国土政策局作成
注１）日本人のみを対象としており、外国人の移動は含まない。
注２）圏域の構成については、国土形成計画（広域地方計画）で定義される圏域に基づいている。

（人）

転入超過転出超過 転入超過転出超過

（人）

○圏域の代表的な政令市 ○その他の政令市（首都圏以外）
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東京圏への転入超過数上位62団体の男女別内訳（2018年）

○ 東京圏への転入超過数が大きいのは、政令指定市。

○ 神戸市、堺市を除くと男性よりも女性の転入超過が大きい。

（出典）第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に向けたＫＰＩ検討会（第１回）参考資料より
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東京圏の大企業数・割合

○ 大企業の約半数が東京圏
※
に集中しており、その割合は、上昇傾向にある。

大企業数・割合の推移

（出典）第１期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に関する検証会（第２回）資料４
※中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数（2016年６月時点）」に基づき、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局において作成。

（１）大企業
総数のうち（２）及び（３）に該当しない企業
（２）中小企業
ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種：資本金３億円以下又は常用雇用者規模300人以下（※ゴム製品製造業は、常用雇用者規模900人以下）
イ 卸売業：資本金１億円以下又は常用雇用者規模100人以下
ウ サービス業：資本金5000万円以下又は常用雇用者規模100人以下
（※ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業は、資本金３億円以下又は常時雇用者規模300人以下、旅館・ホテル業は、常時雇用者規模200人以下

エ 小売業：資本金5000万円以下又は常用雇用者規模50人以下
（３）小規模企業
ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種：常用雇用者規模20人以下 イ 商業、サービス業：常用雇用者規模５人以下（※宿泊業・娯楽業は、常用雇用者規模20人以下）

※東京圏とは１都３県（東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県）を指す。
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企業の本社移転動向（東京圏の転出入）

○ 1991年から2002年までの間は転出超過。2003年以降はリーマンショック後の一時期を除き転入超過。

○ 2018年の転入元は大阪府、茨城県、福岡県の順、転出先は、茨城県、大阪府、愛知県の順となっている。

（出典）帝国データバンク「１都３県・本社移転企業調査（2018年）」
※１都３県とは、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県の４都県を指す。
※本社とは、本社機能（事務所等）の所在する事業所を指し、商業登記の本店所在地と異なるケースがある。

※１ （ ）内は当年における転入元企業数の順位
※２ 矢印は前年と比較した構成比の増減を表す

※１ （ ）内は当年における転入元企業数の順位
※２ 矢印は前年と比較した構成比の増減を表す

１都３県への転入元 １都３県からの転出先

１都３県の転入転出状況
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2050年の高齢人口動向について

（備考）１．総務省「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」等より、国土交通省国土政策局作成。
２．1kmメッシュベース。平成27年国勢調査時点（平成27年10月１日現在）における避難指示区域を黒塗り（斜線）で示している。

三大都市圏では高齢者の絶対数が顕著に増加。

全国の高齢者（65歳以上）人口増加数（絶対数の変化)
（2015年対比2050年）

○ 三大都市圏では、他地域に比べ、高齢人口の増加が顕著にみられる。

14



3,559

5,404

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

高齢者単身世帯の推移

（出典）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（2019年推計）」、同「日本の世帯数の将来推計（平成30（2018）年推計）」、同 「日本の地域別将来
人口推計（平成30（2018）年推計）」を基に作成。

◯ 高齢者単身世帯数は男女ともに増加。

◯ 高齢者に占める単身世帯割合は、三大都市圏が地方圏を上回って推移。

（年）

女
性

男
性

三大都市圏
（目盛右）

地方圏
（目盛右）

(高齢者単身世帯数、(千世帯))
(高齢者人口に占める単身世帯の割合、(%))

高齢者単身世帯数の男女計
8,963千世帯

高齢者単身世帯数及び高齢者に占める単身世帯割合の動向

2015年

(推計)
三大都市圏
(25.8%)

地方圏
(19.0%)
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世帯類型別世帯の推移

（出典）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)」を基に作成。

（注）１. 平成22年国勢調査（2010年）より、家族類型ごとの集計方法が一部変更されており、1980年～2005年は旧分類、2010年～2015年は新分類に基づく集計値。

２..グラフ中の（）内の数字は、各年の総世帯数、「世帯割合」は、各年の総世帯数に占める当該世帯数の割合を示す。 なお、2010年及び2015年の総世帯数は、世帯類型不詳を含む。

単身世帯

夫婦のみの
世帯

夫婦と子か
ら成る世帯

ひとり親と子か
ら成る世帯

その他の一般
世帯

高齢者単身世帯

(万世帯)

(年)

(3582)

(3798)

(4067)

(4390)

(4678)
(4906)

(5184)
(5333) (5411) (5412) (5348)

(5231)
(5076)

（推計）
2015年

世帯割合
26.9%

○ 2040年には、かつて家族類型の主流であった「夫婦と子」からなる世帯の割合は23.3％まで低下。他方、単身世帯
の割合が39.3%まで拡大し、最大世帯類型となる。

世帯割合
34.6%

世帯割合
42.1%

世帯割合
19.8%

世帯割合
23.3%

世帯割合
39.3%
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東京圏における少子高齢化の見通し①

◯ 2015年の東京圏においては、居住地域の16.4％が少子高齢化地域となっている。

（備考）１．総務省「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」等より、国土交通省国土政策局推計。
２．500mメッシュベース
３. 東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

2015年の東京圏における少子高齢化地域
（高齢人口比率が40％以上、かつ若年人口比率が10％以下）のメッシュ分布

■少子高齢化地域：若年(0-14歳)人口比率が10%以下かつ高齢(65歳以上)
人口比率が40%以上のメッシュ

■無居住地域：男女年齢（５歳）階級別人口がいずれも１人未満のメッシュ
■国道16号
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東京圏における少子高齢化の見通し②

◯ 2050年には、郊外部を中心に少子高齢化地域が増加し、東京圏全体の居住地域の48.6％に達する。

（備考）１．総務省「平成27年国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」等より、国土交通省国土政策局推計。
２．500mメッシュベース
３. 東京圏：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

2050年の東京圏における少子高齢化地域
（高齢人口比率が40％以上、かつ若年人口比率が10％以下）のメッシュ分布

■少子高齢化地域：若年(0-14歳)人口比率が10%以下かつ高齢(65歳以上)
人口比率が40%以上のメッシュ

■無居住地域：男女年齢（５歳）階級別人口がいずれも１人未満のメッシュ
■国道16号
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無居住化の可能性のある集落

○ 全国の集落のうち、約４％の集落はいずれ無居住化すると予想している（当該自治体職員の判断）
○ 地域別にみると、四国圏では無居住化する可能性のある集落が約８％となっており、高い値となっている
○ 中国圏では、高齢化が進んでいるものの、無居住化する可能性は低いと予想している

（出典） 国土交通省 平成２７年度 国土形成計画策定のための集落状況に関する現況把握調査（過疎地域等の条件不利地域における集落の現況把握
調査）に基づき、国土政策局総合計画課作成

いずれ無居住化の可能性のある集落 【地方圏別】
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【調査対象集落数：75,662】
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2.6% 28.0% 28.9% 4.1% 28.2% 8.1%
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自然植生 二次林 植林地 草原 農用地等 市街地

人が疎になる地域は、農林業利用地・規制白地に多い

無居住化又は低密度化する土地（10人未満）の
現在の利用状況等

無居住化又は低密度化する地域に対する
現在の土地利用規制の状況

○土地利用状況に即してみると、将来無居住・低密度居住化する地域（１㎞2当たり10人未満となる地域）の現在の
土地利用状況は、二次林、農用地等、植林地であり農業又は林業に関係する土地が約９割を占める。
〇一方で、山林境界付近や海岸線に近い小規模な集落を形成する市街地も、無居住化・低密度居住化する地域の1
割近くを占めている。
○また、土地利用規制の状況をみると、今後、無居住・低密度居住化する地域は、原則として土地利用の規制がか
かっていない「白地」において多く発生する可能性がある。

９割が農業又は林業に関係する土地

（出典）環境省「自然環境保全基礎調査」（第7回）の1/2.5万植生調査の植生
図を用いて、国土交通省国土政策局推計値（メッシュ別将来人口）をもと
に、同局作成

（注1）個々のメッシュの利用状況等 については、環境省「自然環境保全基礎
調査」と同様の手法で特定。同調査では、植生の現況図と3次メッシュの
範囲を重ね合わせ、各3次メッシュの中心部において卓越する自然植生
をもって当該メッシュの自然植生としたデータを利用。今回は、4次メッシュ
で同様の処理を実行。

（注2）「二次林」は、原生林が人為又は災害により破壊された後、土中に残っ
た種子の発芽等により成立した森林
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○保有の意欲を失い、権利放棄を望んでいる土地の実態把握調査
・20 歳以上の個人の土地所有者（配偶者を含む）及び将来、土地を相続する可能性がある方を対象に、保有の意欲
を失い、権利放棄を望んでいる土地の実態把握を行うためのインターネットによるアンケートを平成30 年（2018 年）7 
月に実施。
・アンケート回答者全員に、「現在所有する土地」あるいは「将来相続する可能性のある土地」について、管理状況を
尋ねた。
宅地については、土地所有者、相続予定者ともに「適切に管理されている」との回答が7割を超えている。農地につ
いては、土地所有者、相続予定者ともに「適切に管理されている」との回答はおおよそ半数であった。森林の場合は、
「適切に管理されている」との回答は土地所有者、相続予定者ともに2割程度であった。

保有の意欲を失い、権利放棄を望んでいる土地の実態

所有する土地についての割合でみた地目別管理状況

（出典）国土交通省 H30年度所有者の所在の把握が難しい土地の利活用・管理に関する検討調査報告書
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市町村の人口規模・人口密度と行政コストの関係

（出典）総務省「市町村別決算状況調」をもとに、国土交通省国土政策局作成。平成27～29年の3年の平均値をもとに算出。

y = -1.122ln(x) + 15.099
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○市町村単位の住民一人当たりの歳出額を比較すると、人口規模が小さいほど一人当たりの歳出額が大きくなる傾
向がある。同様に、人口密度が小さい市町村ほど一人当たりの歳出額は大きくなる傾向がある。
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人口減少下における水道事業（有収水量の見通し）

○日本の人口変動や、節水機器の普及等による家庭での一人当たりの使用水量の減少により、有収水量は平成12
年（2000年）をピークに減少しており、50年後（2065年）にはピーク時より約４割減少。
○水道事業は、原則水道料金で運営（独立採算制）されているが、人口減少に伴い料金収入も減少し、水道事業の
経営状況は厳しくなってくることが予想されている。

（出典）第10回水道事業の維持・向上に関する専門委員会資料３（2019年2月）
【推計方法】
①給水人口：日本の将来推計人口（平成29年推計）に上水道普及率（Ｈ27実績94.4％）を乗じて算出。
②有収水量：家庭用と家庭用以外に分類して推計。
家庭用有収水量＝家庭用原単位×給水人口
家庭用以外有収水量は、今後の景気の動向や地下水利用専用水道等の動向を把握することが困難で
あることから、家庭用有収水量の推移に準じて推移するものと考え、家庭用有収水量の比率（0.310）で
設定。
③高位、低位は、日本の将来推計人口の死亡低位仮定出生高位（高位）、死亡高位仮定出生低位（低
位）に変更した場合の推計結果。

（出典）「自治体戦略2040構想研究会第一次報告」（2018年4月）

（例）小規模市町村（A町）の水道事業の見通し
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道路インフラの単位交通量当たりのコストと人口密度の関係

（出典）平成25年経済財政白書

※ 道路交通量密度は、各都道府県の国・都道府県道の年間道路交通量を各都道府県面積で除したもの。コストは、各都道府県の国・都道府県道の維
持、補修、管理などの費用に、減価償却費を加えたもの（2005年基準の実質額。なお、減価償却費は、『日本の社会資本2012』の粗資本ストック額を、耐
用年数で除した額のうち、国・都道府県道分を算出（道路面積で按分し、市町村道分を控除している））。

○ 道路の交通量密度と人口密度には強い相関があり、人口密度が低下すれば交通密度も低下する傾向がある。
○ 交通量密度と交通量当たりの維持費用の関係では、一定の交通量密度を下回ると維持費用が上昇する傾向が
ある。
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インフラ維持管理・更新費について

○国土交通省所管分野における今後３０年後までの維持管理・更新費について
様々な仮定をおいて推計。

○不具合が生じてから対策を行う「事後保全」の場合、計画的に対策を行う 「予
防保全」と比べて３～５割多くの費用が必要となる恐れがある。「事後保全」から
「予防保全」への転換により、増加が見込まれるインフラの維持管理・更新費の
縮減が必要。

○新技術やデータの積極的な活用や、民間活力の利用、地方自治体への適切な
支援を進めていくことで、さらに抑制できる可能性がある。

（出典）国土交通省「第２４回社会資本メンテナンス小委員会（平成31年3月19日）」 、国土交通省ＨＰ「生産性革命プロジェクト インフラの整備・管理・機能や
産業の高度化」より国土政策局作成

将来の維持管理・
更新費用の推計結果
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2-1 Society5.0
2-2 新技術の実装化

2. AI・IoTや自動運転等の技術革新の進展について
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未来投資戦略2018「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革（一部抜粋）

未来投資戦略２０１８では、Society5.0の実現に向けて新技術に関係する重点分野が
定められている。

（出典）日本経済再生本部「未来投資戦略2018」資料より、新技術に関連するものを一部抜粋

■次世代モビリティ・システムの構築

■次世代ヘルスケア・システムの構築

■エネルギー転換・脱炭素化に向けた
イノベーション

■ＦｉｎＴｅｃｈ／キャッシュレス化

■デジタル・ガバメントの推進

■次世代インフラ・メンテナンス・システム
／PPP・PFI手法の導入加速

■農林水産業のスマート化

■まちづくりと公共交通・ＩＣＴ活用等の
連携によるスマートシティ

■中小・小規模事業者の生産性革命の
更なる強化
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新技術の実装化（Society5.0）

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成

Society5.0では、膨大なビッグデータをＡＩが解析し、その結果がロボットなどを通じて人間にフィードバッ
クされることで、これまでにはできなかった新たな価値や産業、社会にもたらされることが期待される。
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新技術の実装化（新たな価値の事例（交通））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化（新たな価値の事例（医療・介護））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化（新たな価値の事例（ものづくり））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化（新たな価値の事例（農業））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化（新たな価値の事例（食品））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化（新たな価値の事例（防災））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化（新たな価値の事例（エネルギー））

（出典）内閣府作成資料より国土交通省国土政策局作成
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新技術の実装化の計画（自動運転）

（出典）内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室「官民ＩＴＳ構想・ロードマップ２０１９」資料より国土交通省国土政策局作成

官民ITS構想・ロードマップ２０１９においては、
「2020 年に、①高速道路での自動運転可能な自動車（準自動パイロット・自動パイロット）の市場化、

②限定地域（過疎地等）での無人自動運転移動サービスの提供を実現するとともに、
その後、2025 年目途に高速道路での完全自動運転システムの市場化、物流での自動運転システム
の導入普及、限定地域での無人自動運転移動サービスの全国普及等を目指す」こととされている。
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新技術の実装化の計画（５Ｇ＊）

（出典）総務省「第５世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針について」他資料より国土交通省国土政策局作成

＊５Ｇ： 第５世代移動通信システム

⇒携帯大手３社が2020年春の商用化に向けて実証実験を進めている。
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「災害時の活動」

新技術の実装化の計画（空飛ぶクルマ）

（出典）経済産業省 国土交通省 「空の移動革命に向けたロードマップ」資料より国土交通省国土政策局作成

「都市での人の移動」 「娯楽での活用」

「空の移動革命に向けたロードマップ」では、
「事業者による利活用の目標として、2019年から試験飛行や実証実験等を行い、2020年代半ば、特に

2023年を目標に事業をスタートさせ、2030年代から実用化をさらに拡大させていく。」とされている。
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高齢者層のインターネット利用の広がり

高齢者のコンピュータリテラシーについて、インターネットの利用は高齢層にも着実に広がっている。総務省の通
信利用動向調査（平成28年）によれば、60代では75.7％、70代では53.6％、80歳以上でも23.4％の人がインターネット
を利用し、これらの年齢層ではいずれも平成22（2010）年と比べると平成28（2016）年は利用率が上昇している。
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（出典）総務省「通信利用動向調査」（平成28年）より国土交通省国土政策局作成

（注）無回答を除く

３０年後は、８０歳以上でも情報通信機
器を十分使いこなせる高齢者が存在。

39


